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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
友
好
協
力
条
約
を
改
正
す
る
第
三
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣

条
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
以
下
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
。
）
加
盟
国
が
締
結
し
た
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
友
好
協
力
条
約
（
以
下
「
Ｔ
Ａ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
設
立
条
約
」
を
有
し
な
い
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
加
盟
国
に
と
っ
て
相
互
の
友
好
関
係
に
法
的
基
礎
を
与
え
る
基
本
文
書
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
協
力
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
以
外
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
を
活

発
化
さ
せ
る
に
伴
い
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
へ
の
域
外
国
の
加
入
手
続
が
整
備
さ
れ
た
が
（
我
が
国
は
二
○
○
四
年
（
平
成
十
六
年
）
に
加

入
）
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
へ
の
加
入
を
希
望
す
る
欧
州
連
合
の
加
入
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
更
な
る
改
正
が
必
要
と
さ
れ

た
。こ

の
議
定
書
は
、
二
○
一
○
年
（
平
成
二
十
二
年
）
七
月
に
ハ
ノ
イ
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
外
相
会
議
に
お
い
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
締
約
国
に
専
ら
主
権
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
地
域
機
関
を
加
え
る
た
め
の
改
正
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


